
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条

の
五
の
四
第
二
項
第
四
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
、
医

療
機
関
及
び
施
設

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
四
十
八
号

（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
施
行
）

改
正

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
百
十
八
号

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
施
行
）

改
正

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
二
十
三
号

（
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
）

１

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
の
四
の
四
第
六
項
第
一
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
は
、
婚
礼
（
結
婚
披
露
を
含
む
。
）
の
た
め
の
施
設
の
提
供
、
衣
服
の
貸
与
、
贈
答
品
の
販

売
そ
の
他
の
便
益
の
提
供
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
物
品
の
給
付
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
婚
礼
事
業
」
と
い
う
。
）
の

対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
で
あ
っ
て
、
婚
礼
事
業
を
行
う
事
業
者
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。



２

政
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
六
項
第
二
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
金

銭
と
す
る
。

一

家
賃
、
敷
金
及
び
共
益
費
そ
の
他
政
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
賃
貸
借
契
約
（
当
該
賃
貸
借

契
約
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
賃
貸
借
契
約
の
う
ち
主
と
し
て
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
と
認
め
ら
れ
る
一

の
家
屋
の
賃
貸
借
契
約
（
当
該
家
屋
の
賃
貸
借
契
約
の
締
結
の
日
の
属
す
る
最
初
の
月
が
別
の
賃
貸
借
契
約
の
効
力
の
存

す
る
月
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
賃
貸
借
契
約
も
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
賃
貸
借
契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
金
銭
で
あ
っ
て
、
当
該
賃
貸
借
契
約
の
締
結
の
日
以
後
三
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
に
支
払
わ
れ
る
も
の

二

礼
金
、
仲
介
手
数
料
及
び
契
約
更
新
料
そ
の
他
借
賃
以
外
に
授
受
さ
れ
る
金
銭
で
あ
っ
て
、
賃
貸
人
又
は
宅
地
建
物
取

引
業
者
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業

者
を
い
う
。
）
に
支
払
わ
れ
る
も
の

３

政
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
六
項
第
三
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
は
、
転
居
の
た
め
の

生
活
の
用
に
供
す
る
家
具
そ
の
他
の
資
産
の
運
送
に
要
す
る
費
用
で
あ
っ
て
、
運
送
業
を
営
む
者
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す



る
。

４

政
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
七
項
第
一
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

人
工
授
精
そ
の
他
不
妊
治
療
に
要
す
る
費
用
（
不
妊
治
療
に
係
る
医
薬
品
（
処
方
箋
に
基
づ
き
調
剤
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
に
要
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
診
療
所
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
薬
局
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
薬
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
支
払
わ
れ
る
も
の

二

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
に
要

す
る
費
用
又
は
妊
娠
に
起
因
す
る
疾
患
の
治
療
に
要
す
る
費
用
（
当
該
治
療
に
係
る
医
薬
品
に
要
す
る
も
の
を
含
む
。
）

で
あ
っ
て
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
（
医
療
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
薬

局
に
支
払
わ
れ
る
も
の

５

政
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
七
項
第
二
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
も



の
と
す
る
。

一

分
べ
ん
費
、
入
院
費
、
検
査
・
薬
剤
料
及
び
処
置
・
手
当
料
そ
の
他
出
産
の
た
め
の
入
院
か
ら
退
院
ま
で
の
間
に
要
す

る
費
用
、
出
産
に
起
因
す
る
疾
患
の
治
療
に
要
す
る
費
用
（
当
該
治
療
に
係
る
医
薬
品
に
要
す
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は

母
子
保
健
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
に
要
す
る
費
用
で
あ
っ
て
、
病
院
、
診
療
所
、

助
産
所
、
薬
局
又
は
地
方
公
共
団
体
に
支
払
わ
れ
る
も
の

二

母
子
の
心
身
の
健
康
保
持
又
は
子
育
て
支
援
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
提
供
、
相
談
、
指
導
及
び
助
言
そ
の
他
の
便
益
の

提
供
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
産
後
ケ
ア
」
と
い
う
。
）
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
で
あ
っ
て
、
産
後
ケ
ア
を

行
う
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
又
は
地
方
公
共
団
体
（
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
委
託
を
受
け
て
産
後
ケ
ア
を
行
う
者
を

含
む
。
）
に
支
払
わ
れ
る
も
の
（
六
泊
分
又
は
七
回
分
に
相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。
）

６

政
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
七
項
第
三
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
は
、
治
療
、
予
防
接

種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
、
母
子
保
健
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査
又
は
医
薬
品
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
で
あ
っ
て
、
病
院
、
診
療

所
、
助
産
所
又
は
薬
局
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。



７

政
令
第
四
十
条
の
四
の
四
第
七
項
第
四
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

入
園
料
、
保
育
料
及
び
施
設
設
備
費

二

入
園
の
た
め
の
試
験
に
係
る
検
定
料

三

在
園
証
明
そ
の
他
記
録
に
係
る
証
明
に
係
る
手
数
料
及
び
こ
れ
に
類
す
る
手
数
料

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
事
へ
の
参
加
に
要
す
る
費
用
及
び
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
育
児
に
伴

っ
て
必
要
な
費
用

８

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
五
の
四
第
二
項
第
四
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る

医
療
機
関
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
知

事
が
肢
体
不
自
由
児
施
設
又
は
重
症
心
身
障
害
児
施
設
に
お
け
る
と
同
様
な
治
療
等
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
国
立
療
養
所
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

９

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
五
の
四
第
二
項
第
七
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る

施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。



一

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
施
設
の
う
ち
、
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に

規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設

二

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
施
設
（
前
号
の
施
設
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
租

税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
五
の
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣

文
部
科
学
省

が
定
め
る
事
項
（
平
成
二
十
五
年

告
示
第
一
号
）
に
該
当
す
る
も
の

厚
生
労
働
省


